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令和８年（2026年）３月 

長野県 



はじめに 

 

長野県は、四季折々の豊かな自然と多様な生態 

系に恵まれ、その美しい環境は県民共有のかけが 

えのない財産です。この財産を未来を担う世代に 

確実に引き継いでいくためには、日々の暮らしの 

中で環境への負荷をできる限り減らす取組を積み 

重ねていくことが不可欠です。また、本県は太平 

洋、日本海に流れ込む河川を有する上流県であり、 

海洋プラスチックごみ問題等の世界的な課題にも 

向き合っていかなければなりません。 

 

これまで、県では、県民の皆さまとともに、３Ｒ（リデュース、リユース、リ

サイクル）にリプレイスを加えた４Ｒの推進に取り組み、本県の県民１人１日当

たりのごみの排出量は全国トップクラスの少なさを維持し、令和５年度には過

去最少の 770グラムとなりました。 

一方で、世界的な資源制約の顕在化、災害の頻発化・激甚化、使用済リチウム

イオン電池の適正処理といった社会的課題の発生等、廃棄物を取り巻く状況は

大きく変化しています。また、2050 ゼロカーボンの実現等の地球環境問題への

対応も急務となっています。 

 

こうした変化や課題に的確に対応するためには、これまで以上に資源を大切

に使い、廃棄物を適正に処理するための新たな視点と取組の強化が求められて

います。 

本計画では、廃棄物の適正処理という観点だけでなく、製品のライフサイクル

全体を俯瞰した資源循環という視点からの社会づくりを進めるため、「循環経済

（サーキュラーエコノミー）」への移行を最重要施策として新たに盛り込んだほ

か、県民、事業者、市町村等の多様な主体と４Ｒの取組を一層推進することとし、

計画の名称も、これまでの「長野県廃棄物処理計画」から「長野県循環型社会づ

くり推進計画」に改称しました。 

 

本計画を推進していくためには、一人ひとりの日々の行動の積み重ねが欠か

せません。持続可能な循環型社会づくりに向けて、県民一丸となって取り組んで

いきましょう。 

 

令和８年３月 

長野県知事  阿部 守一    
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※本計画中、図や表において、四捨五入により合計値と内訳値の合計が一致しない場合があります。 
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